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１ 開発行為及び建築行為の協議申請について 

1 

（１）－１ 開発行為協議申請について 

 

申請者が、下記の①又は②に該当する開発行為を行う場合、亀岡市宅地開発等に関する条例（以下 

「宅地開発条例」という。）に基づく協議の対象となります。 

① 市街化区域における 500 平方メートル以上、都市計画区域外における 1 ヘクタール以上の開発行

為もしくは市街化調整区域における開発行為（自己用住宅のために行うものを除く） 

[宅地開発条例第 3条第 1号（１号開発）] 

② 都市計画区域外における 500 平方メートル以上 1 ヘクタール未満の開発行為。（自己用住宅のため

に行うものを除く）[宅地開発条例第 3 条第 3号（３号開発）] 

※ 集合住宅の建築を目的とした開発行為を行う場合は、建築行為に関する図書（建築概要、建築配

置図等）を添付し、開発行為（１号開発又は３号開発）と建築行為（２号建築）について、一括

で協議申請をしてください。 

  

 申請者は以下のフロー図に沿って申請書等を提出し、関係部署と協議を行ってください。協議完了

後、市長との覚書を締結します。また法第 32 条の同意・協議が必要な場合は、協議完了届時に申請 

してください。 

※ 開発行為（３号開発）については、下記のフロー図に記載している手続きのうち、「法第 32 条 

同意願及び協議提出」、「法第 29 条申請」に係る手続きは不要です。 

♢開発行為協議申請書等の提出～覚書締結 

申請者 都市計画課 関係部署 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
開発行為等協議申請書の提出 受理 

意見照会 収受 

回答 関係部署の回答取りまとめ 

意見回答（意見書） 意見書の受理 

協議書の提出（正本 2 部） 

協議書の受理 

協議書の交付 

協議書受け取り（1 部） 

 

協議完了届の提出 

       （様式第 4 号） 

法第 32 条同意願及び協議書提出 

 

協議完了届の受理 

法第 32 条同意願及び協議書受理 

標識の設置 

（様式第 1 号） 

（様式第 2 号） 

（様式第 3 号） 

覚書締結・法第 32 条同意願及び協議書交付 

関係部署との個別協議 

協議書の受理 

協議書の交付 

法第 29 条申請へ 
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（１）－２ 都市計画法第 29 条許可後の手続きについて 

 

 法第 29 条の開発許可後、開発工事に着手する前に、開発行為等工事着手届出書※注 1を提出してくだ

さい。そして、工事の完了後に開発行為等工事完了届出書を提出し、関係部署※注 2 の検査を受けてく

ださい。検査の結果、工事の内容が開発計画の内容に適合している場合、検査済証を交付します。 

 また、本市への公共施設の帰属が、法第 32 条第 2 項の協議にて整っている場合、完了届の提出時に 

公共施設の帰属に関する書類を併せて提出してください。（P13 参照） 

公共施設の帰属に関する書類の提出がない場合、完了検査の実施を保留する場合があります。 

※注 1 開発行為等工事着手届出書の提出時に併せて次の書類を提出してください。工事工程計画表、産業廃棄物が生じる場

合は産業廃棄物の収集運搬経路、中間処理地あるいは最終処分地及び各業者との契約書の写しを提出してください。 

※注 2 亀岡市以外に公共施設管理者がいる場合は、当該施設管理者の完了検査も受けてください。 

※ 開発行為（３号開発）については、下記のフロー図に記載している手続きのうち、「法第 29 条許可」は不要です。 

♢法第 29 条の許可後～開発完了検査 

申請者 都市計画課 関係各課 

   

♢計画変更の事務フロー 

申請者 都市計画課 関係部署 

   

法第 29 条の許可 

工事着手届出書の提出 工事着手届出書の受理 

工事完了届出書の受理 

工事完了検査報告 工事完了検査報告受理 

検査済証受け取り 

用地帰属の書類提出 

公共施設帰属 

登記移転業務 

（様式第 11 号） 

（様式第 12 号） 

工事完了届出書等の提出 

工事着手 

工事完了検査の実施 

検査済証の交付 

計画変更 

変更届出書を提出 軽微な変更 

意見照会 

計画変更の内容確認 

収受 

新たな意見なし 

P1「関係部署との   
協 議 」 か ら 再 度 
事務フローを実施 

 

新たな意見あり 

回答 

（２）－２ 確認済証交付後のフローへ 

建築確認等手続き 

【1 号協議と併せて２号協議 

を行った場合】 

 

（様式第 8 号） 

※添付書類は必要に応じて提出いただきます。 

工事完了書類の受理 
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（２）－１ 建築行為協議申請について 

 

 申請者が、計画戸数 2 戸以上の集合住宅を目的とする建築行為を行う場合、宅地開発条例に基づく

協議の対象となります。[宅地開発条例第 3 条第 2号（２号建築）] 

※開発行為（１号開発又は３号開発）と併せて建築行為（２号建築）の協議を行う場合は、開発行為

完了後、「（２）－２建築確認申請における確認済証交付後の手続きについて」を参照し、手続きを

進めてください。 

 

 申請者は、以下のフロー図に沿って申請書等を提出し、関係部署と協議を行ってください。協議後、

市長と覚書を締結します。 

※建築確認申請事前協議は覚書の締結及び同意書の交付時に受理します。提出書類、部数及び様式は 

下記リンク先をご参照ください。 

（https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/32/3708.html） 

                                  

♢申請書の提出～覚書締結 

申請者 都市計画課 関係部署 

   
開発行為等協議申請書の提出 受理 

意見照会 

回答 関係部署の回答取りまとめ 

関係部署との個別協議 

協議書の提出（正本 2 部） 

協議書の受理 

協議書の交付 

協議書受け取り（1 部） 

協議完了届の受理 

亀岡市長との覚書の締結及び同意書の交付 

（様式第 1 号） 

（様式第 3 号） 

意見回答（意見書） 意見書の受理 

 

協議完了届の提出 

    （様式第 4 号） 

収受 

協議書の交付 

協議書の受理 

標識の設置 

（様式第 2 号） 

建築確認申請事前協議書提出 建築確認申請事前協議書の受理 

建築確認申請事前協議済書の交付 

協議済書受け取り 

南丹土木事務所または 

指定確認検査機関へ 

亀岡市宅地開発等に関する条例に基づく協議の手引 Ver.1.7 

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/32/3708.html


 

4 

（２）－２ 建築確認申請における確認済証交付後の手続きについて 

 

 建築確認申請における確認済証交付後、建築工事に着手する前に、開発行為等工事着手届出書を 

提出してください。 

 後日、工事の完了後に開発行為等工事完了届出書を提出し、関係部署※注 1 の検査を受けてください。 

検査の結果、工事の内容が建築計画の内容に適合している場合、検査済証を交付します。 

 また本市への公共施設の寄附が、開発行為等協議（建築行為）にて整っている場合、完了届の提出

時に公共施設の寄附に関する書類を併せて提出してください。（P13 参照） 

公共施設の寄附に関する書類の提出がない場合、完了検査の実施を保留する場合があります。 

※注１ 亀岡市以外に公共施設管理者がいる場合は、当該施設管理者の完了検査も受けてください。なお、当該手続き

における検査、検査済証の交付は宅地開発条例によるものであり、建築基準法の手続きではありません。 

♢確認済証交付～建築完了検査 

申請者 都市計画課 関係部署 

   

確認済証交付 

工事着手届出書の提出 工事着手届出書の受理 

工事完了届出書の受理 

工事完了検査報告 工事完了検査報告受理 

検査済証受け取り 

用地寄附の書類提出 

（様式第 11 号） 

（様式第 12 号） 

工事完了届出書の提出 

工事着手 

工事完了検査の実施 

検査済証の交付 

登記移転業務 

公共施設寄附 

（南丹土木事務所 

または 指定確認検査機関より） 

（寄附により個別で提出） 

工事完了書類の受理 
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２ 開発行為等協議申請書（様式第 1 号） 
 

                                               5 

 宅地開発条例に基づく協議（以下、「条例協議」という）を行う際は、最初に開発行為等協議申請書

（様式第 1 号）を提出してください。提出部数は正本 1 部及び副本 12 部です。なお、提出部数は計画

内容により増減する場合がありますので、事前に相談してください。 

※○印は必要図書、×印は不要図書、■印は市管理となる公共施設がある場合、また市管理の公共 

施設への影響がある場合など、必要に応じて図面等の提出を指示します。 

 
申請図書及び添付図書、図面一覧 

1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 開発行為等協議申請書 ○ ○ ○ 規則様式第１号 

2 現況写真 ○ ○ ○ 

・撮影位置・方向を現況図に明記

すること 

・開発等区域は赤実線、関連区域

は赤破線とすること 

・前面道路の全景が分かること 

3 

委任状及び印鑑証明書（委任者が法人である 

場合）又は印鑑登録証明書（委任者が個人で 

ある場合） 

○ ○ ○ 
・参考様式有（※注 1,2） 

・委任内容及び申請地の地名地

番を全部明記してください。 

4 

代理申請をされない場合は、法人の登記事項証

明書（申請者が法人である場合）又は住民票

（申請者が個人である場合） 
○ ○ ○ 

（※注 3） 

5 開発行為等計画説明書 ○ ○ ○ 参考様式有（※注 1） 

6 建築確認申請 1面～6 面の写し × ○ ×  

7 －1 開発区域等位置図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－2 開発区域等区域図、登記地図の合成図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－3 現況図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－4 土地利用計画図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－5 求積図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－6 造成計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－7 公園計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－8 排水施設計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－9 給水施設計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－10 造成計画断面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

 

－11 予定建築物の配置図 × ○ × 

排水、給水、緑地、駐車場計

画、前面道路の形状、建築基準

法上の道路種別、幅員、路線名

を明示すること 

－12 予定建築物の平面図、立面図、断面図 × ○ × 建築確認と同様の図面 

8 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示  

※注 1 参考様式はホームページにてダウンロードできます。 

※注 2 2 号建築・3号開発時は「都市計画法第３２条」を削除して使用ください。 

※注 3 来庁される方の運転免許証や健康保険証等の公的確認書類を確認させていただく場合がありま

す。また、法人の場合は代表者以外の方が来庁される場合は法人に在籍していることが確認

できる書類（例：社員証）をお持ちください。 
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３ 開発行為等協議書（様式第３号） 
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関係部署との協議内容を取りまとめた意見書を受け取られた後に、関係部署と協議を行ってくだ

さい。 

関係部署との個別協議完了後、開発行為等協議書を 2 部及びその他必要な資料 2部を関係部署に

提出してください。提出いただいた協議書は各部署の所属長印（公印）を押印して 1部を申請者に

返却します。また、提出いただいた添付資料の各頁には所属の受付印を押印して返却します。 

 ※道路施設、給排水施設に係る図面作成には、時間を要することが多いため、早い段階での協議を

関係課と行ってください。 

 ※添付資料（図面など）は協議完了届に添付する資料と同じものを添付してください。 

 ※○印は必要図書、×印は不要図書、■印は市管理となる公共施設がある場合、また市管理の公共 

施設への影響がある場合など、必要に応じて図面等の提出を指示します。 

 
申請図書及び添付図書、図面一覧 

1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 開発行為等協議書 ○ ○ ○ 規則様式第１号 

2 －1 開発区域等位置図 ■ ■ ■ 図面等作成要領参照（P14） 

－2 登記地図の合成図 ■ ■ ■ 図面等作成要領参照（P14） 

－3 現況図 ■ ■ ■ 図面等作成要領参照（P14） 

－4 土地利用計画図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－5 求積図 ■ ■ ■ 図面等作成要領参照（P15） 

－6 造成計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P15） 

－7 公園計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－8 排水施設計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－9 給水施設計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－10 造成計画断面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

 

－11 予定建築物の配置図 × ○ × 

排水、給水、駐車場計画、前面

道路の形状、建築基準法上の道

路種別、幅員、路線名を明示す

ること 

－12 予定建築物の平面図、立面図、断面図 × ■ × 建築確認と同様の図面 

 

 

－13 工作物等構造図 ■ × ■ 

新たな公共施設の帰属生じる場

合、公共施設の所管課に提出  

してください。例：避難通路

（都市計画）、道路（土木管理

課）、ゴミ置き場（資源循環推

進課）など 

3 境界確定図 ■ × ■ 
官民境界の施設管理者には必ず 

提出してください 

4 関係各課との協議結果に基づく資料 必要に応じて指示  

※ 関係部署との協議に際しては、必ず事前に日程調整を願います。 
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４ 協議完了届（様式第 4 号） 
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開発行為等協議書（様式第 3 号）に基づく協議がすべて完了した後に、協議完了届（様式第 4 号）

を正本 1 部及び副本 1 部を提出してください。また提出の際は関係各部署より返却された開発行為等

協書（様式第 3号）の写しを添付してください。 

※○印は必要図書、×印は不要図書、■印は市管理となる公共施設がある場合、また市管理の公共 

施設への影響がある場合など、必要に応じて図面等の提出を指示します。 

 
申請図書及び添付図書、図面一覧 

1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 協議完了届 ○ ○ ○ 規則様式第４号 

2 都市計画法第 32 条第 1項に係る同意願 ○ × × 参考様式有（※注 1） 

3 都市計画法第 32 条第 2項に係る協議書 ○ × × 参考様式有（※注 1） 

4 開発行為に関する施行同意書 ■ ■ ■ 
開発許可申請様式を準用 

正本は許可申請に添付 

 

5 
委任状及び印鑑証明書（委任者が法人である 

場合）又は印鑑登録証明書（委任者が個人で 

ある場合） 
○ 〇 ○ 

・参考様式有（※注 1） 

・委任内容及び申請地の地名地

番を全部明記してください。 

※注 2 

 

 

6 

代理申請をされない場合は、法人の登記事項証

明書（申請者が法人である場合）又は住民票

（申請者が個人である場合） 

○ ○ ○ 

※注 2 

※注 3 

   7 同意書の印鑑証明書写し ■ ■ ■ 正本は許可申請に添付 

8 設計説明書 ○ × ○ 参考様式有（※注 1） 

9 工事計画概要書 ○ × ○ 参考様式有（※注 1） 

10 登記事項証明書及び登記地図の証明書 ○ ○ ○  

11 建築確認申請 1面～6 面の写し × ○ ×  

12 －1 開発区域等位置図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－2 開発区域等区域図、登記地図の合成図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－3 現況図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－4 土地利用計画図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－5 求積図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－6 造成計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－7 公園計画平面図 ■ × ■ 
図面等作成要領参照（P16） 
3000 ㎡以上住宅・集合住宅の場合 

－8 排水施設計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－9 給水施設計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－10 造成計画断面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－11 道路計画断面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－12 排水計画断面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 

－13 排水施設構造図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 

－14 道路定規図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－15 公園施設構造図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－16 排水流域図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 
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 －17 流量計算書 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 

－18 土量計算書 ○ × ○  

－19 工作物等構造図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－20 予定建築物の配置図 × ○ × 

排水、給水、緑地、駐車場計

画、前面道路の形状、建築基準

法上の道路種別、幅員、路線名

を明示すること 

－21 予定建築物の平面図、立面図、断面図 × ○ × 建築確認と同様の図面 

13 開発行為等協議書写し（各部署交付） ○ ○ ○ 規則様式第３号 

14 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示  

※注 1 参考様式はホームページにてダウンロードできます。 

※注 2 開発行為等協議申請時に提出いただいた内容と変更がない場合は、開発行為等協議申請時の写

しを添付してください。 

※注 3 来庁される方の運転免許証や健康保険証等の公的確認書類を確認させていただく場合がありま

す。また、法人の場合は代表者以外の方が来庁される場合は法人に在籍していることが確認で

きる書類（例：社員証）をお持ちください。 

 

 

都市計画法第 32 条第 1 項の規定による同意願 

 

都市計画法第 32 条第 1項 

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、

その同意を得なければならない。 

 上記の同意を得るために、都市計画法第 32 条第 1 項の規定による同意願を協議完了届（様式   

第 4 号）と合わせて提出してください。 

 開発行為に関係がある公共施設（法定外公共物も含む）の一例として、次の施設が該当します。 

 ・開発区域内にある既存の公共施設 

 ・開発区域外にあって、開発区域に接続することとなる道路 

 ・開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとなる公共施設 

 

 

都市計画法第 32 条第 2 項の規定による協議書 

 

都市計画法第 32 条第 2項 

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置  

される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 

 上記の協議が完了したことを証明するために、都市計画法第 32 条第 2 項の規定による協議書を協議

完了届（様式第 4 号）と合わせて提出してください。 

※公共施設の帰属先は主管課名まで記入してください。
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５ 開発行為等協議申請書（変更）（様式第 5 号） 
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 宅地開発条例施行規則第 7 条に基づく覚書を締結後に、計画内容が変更となった場合は、開発行為
等協議申請書（変更）（様式第 5 号）を提出してください。提出部数は正本 1 部及び変更に伴い協議が 
必要となる関係部署の合計です。 
※○印は必要図書・図面、×印は不要図書・図面、■印については、変更内容によって必要の有無を

別途指示します。 
 

申請図書及び添付図書、図面一覧 
1 号 
開発 

2 号 
建築 

3 号 
開発 

備  考 

1 開発行為等協議申請書（変更） ○ ○ ○ 規則様式第５号 

2 変更理由書及び変更内容 ○ ○ ○ 任意様式 

 
3 委任状及び印鑑証明書（委任者が法人である 

場合）又は印鑑登録証明書（委任者が個人で 
ある場合） 

○ ○ ○ 

・参考様式有（※注 1） 
・委任内容及び申請地の地名地

番を全部明記してください。 

※注 2 

4 

代理申請をされない場合は、法人の登記事項証

明書（申請者が法人である場合）又は住民票

（申請者が個人である場合） 
○ ○ ○ 

※注 2 

※注 3 

 

5 開発行為等計画説明書 ○ 〇 ○ 参考様式有（※注 1） 

6 建築確認申請 1面～6 面の写し × ○ ×  

7 －1 開発区域等位置図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－2 開発区域等区域図、登記地図の合成図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－3 現況図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－4 土地利用計画図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－5 求積図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－6 造成計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P15） 

－7 公園計画平面図 ■ × ■ 
図面等作成要領参照（P16） 
3000 ㎡以上住宅・集合住宅の場合 

－8 排水施設計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－9 給水施設計画平面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－10 造成計画断面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－11 道路計画断面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－12 排水計画断面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－13 排水施設構造図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－14 道路定規図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－15 公園施設構造図 ■ × ■ 
図面等作成要領参照（P17） 
3000 ㎡以上住宅・集合住宅の場合 

－16 排水流域図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－17 流量計算書、土量計算書 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－18 工作物等構造図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－19 予定建築物の配置図 × ○ × 

排水、給水、緑地、駐車場計
画、前面道路の形状、建築基準
法上の道路種別、幅員、路線名
を明示すること 

－20 予定建築物の平面図、立面図、断面図 × ○ × 確認申請と同様の図面 

8 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示  

・添付図面関係については、変更前と変更後を分けて図面袋等で整理し添付してください。 
※注 1 参考様式はホームページにてダウンロードできます。 
※注 2 前回提出いただいた際から内容に変更がない場合は、前回提出時の写しを添付してください。 
※注 3来庁される方の運転免許証や健康保険証等の公的確認書類を確認させていただく場合があり

ます。また、法人の場合は代表者以外の方が来庁される場合は法人に在籍していることが確
認できる書類（例：社員証）をお持ちください。
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６ 変更協議完了届（様式第７号） 

 

 開発行為等協議申請書（変更）（様式第 5 号）を提出後、再度計画の変更に関係のある部署と協議し、

開発行為等協議書（変更）（様式第 6号）の交付を受けます。 

 関係部署との協議が完了後、変更協議完了届（様式第 7 号）を正本 1 部及び副本 1 部提出してくだ

さい。提出後、内容を審査し適正であれば変更覚書を締結します。なお、内容を確認した結果、当初

計画と同一でないと判断した場合は、新規事業計画として取り扱います。 

※○印は必要図書・図面、×印は不要図書・図面、■印については、変更内容によって必要の有無を

別途指示します。 

 
申請図書及び添付図書、図面一覧 

1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 変更協議完了届 ○ ○ ○ 規則様式第７号 

2 都市計画法第 32 条第 1 項に係る同意願（変更） ○ × × 参考様式有（※注 1） 

3 都市計画法第 32 条第 2 項に係る協議書（変更） ○ × × 参考様式有（※注 1） 

4 変更理由書及び変更内容 ○ ○ ○ 任意様式 

5 開発行為に関する施行同意書 ■ ■ ■ 
開発許可申請様式を準用 

正本は許可申請に添付 

6 同意書の印鑑証明書写し ○ × ○ 正本は許可申請に添付 

7 地元自治会、住民等との協議録 ○ ○ ○ 任意様式 

 

8 
委任状及び印鑑証明書（委任者が法人である 

場合）又は印鑑登録証明書（委任者が個人で 

ある場合） 
○ ○ ○ 

・参考様式有（※注 1） 

・委任内容及び申請地の地名地

番を全部明記してください。 

※注 2 
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代理申請をされない場合は、法人の登記事項証

明書（申請者が法人である場合）又は住民票

（申請者が個人である場合） 
○ ○ ○ 

※注 2 

※注 3 

10 設計説明書 ○ × ○ 参考様式有（※注 1） 

11 工事計画概要書 ○ × ○ 参考様式有（※注 1） 

12 登記事項証明書及び登記地図の証明書 ○ × ○  

13 建築確認申請 1面～6 面の写し × ○ ×  

14 －1 開発等区域位置図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－2 開発区域等区域図、登記地図の合成図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－3 現況図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P14） 

－4 土地利用計画図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－5 求積図 ○ ○ ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－6 造成計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P15） 

－7 公園計画平面図 ■ × ■ 
図面等作成要領参照（P16） 
3000 ㎡以上住宅・集合住宅の場合 

－8 排水施設計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－9 給水施設計画平面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－10 造成計画断面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P16） 

－11 道路計画断面図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P16） 

－12 排水計画断面図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 
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 －13 排水施設構造図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 

－14 道路定規図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－15 公園施設構造図 ■ × ■ 
図面等作成要領参照（P17） 
3000 ㎡以上住宅・集合住宅の場合 

－16 排水流域図 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 

－17 流量計算書 ○ × ○ 図面等作成要領参照（P17） 

－18 土量計算書 ○ × ○  

－19 工作物等構造図 ■ × ■ 図面等作成要領参照（P17） 

－20 予定建築物の配置図 × ○ × 

排水、給水、緑地、駐車場計

画、前面道路の形状、建築基準

法上の道路種別、幅員、路線名

を明示すること 

－21 予定建築物の平面図、立面図、立断面図 × ○ ×  

15 開発行為等協議書写し（各部署交付） ○ ○ ○ 規則様式第３号 

16 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示  

・添付図書 10、11 については、変更後の内容を黒書で上段に、変更前の内容を朱書で下段に 2 段書で

記載してください。 

・添付図面関係については、変更前と変更後を分けて図面袋等で整理し添付してください。 

※注 1参考様式はホームページにてダウンロードできます。 

※注 2前回提出いただいた際から内容に変更がない場合は、前回提出いただいた写しを添付してくだ

さい。 

※注 3来庁される方の運転免許証や健康保険証等の公的確認書類を確認させていただく場合がありま

す。また、法人の場合は代表者以外の方が来庁される場合は法人に在籍していることが確認で

きる書類（例：社員証）をお持ちください。 

 

７ 開発行為等廃止申出書（様式第９号） 
 

開発行為等協議申請書（様式第1 号）を提出後、開発行為等を廃止する場合に必要な図書は次のとお

りです。 

 提出図書は、正本 1 部を作成し、提出してください。 
 

申請図書及び添付図書、図面一覧 
1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 開発行為等廃止申出書 ○ ○ ○ 規則様式第９号 

2 

委任状及び印鑑証明書（委任者が

法人である場合）又は印鑑登録証

明書（委任者が個人である場合） 

○ ○ ○ 

・委任内容及び申請地の地名地番を全部明記 

してください。 

・代理申請をされない場合は、法人の登記事

項証明書（申請者が法人である場合）又は

住民票（申請者が個人である場合） 

※注 1 

 

3 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示 

・関係課・関係機関との協議成立条件や覚書

締結時の内容について確認する必要がある

ため、事前に亀岡市都市計画課と協議して

ください。 

※注 1前回提出いただいた際から内容に変更がない場合は、前回提出いただいた写しを添付してくだ

さい。 
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８ 地位承継届出書（様式第１０号） 
 

覚書締結後、開発行為等の事業の譲渡、相続、合併又は分割、その他理由により従前の事業者から 

事業を承継する場合に必要な図書は次のとおりです。 

 提出図書は、正本 1 部を作成し、提出してください。 
 

申請図書及び添付図書、図面一覧 
1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 地位承継届出書 ○ ○ ○ 規則様式第１０号 

2 

委任状及び印鑑証明書（委任者が

法人である場合）又は印鑑登録証

明書（委任者が個人である場合） 

○ ○ ○ 

・委任内容及び申請地の地名地番を全部明記 

してください。 

・代理申請をされない場合は、法人の登記事

項証明書（申請者が法人である場合）又は

住民票（申請者が個人である場合） 

・承継者及び被承継者の委任状が必要です。 

3 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示  

 

 

９ 開発行為等工事着手届出書（様式第１１号） 

 
 

開発行為等の協議が完了した後、開発行為等の工事に着手する前に必要な図書は次のとおりです。

開発行為（1 号開発又は 3 号開発）及び建築行為（2 号建築）の両方に該当する場合は、それぞれの工

事に着手する前に工事着手届出書（様式第 11 号）の提出が必要ですので注意してください。この場合、

建築行為の工事着手届出書（様式第 11号）は開発行為（1 号開発又は 3 号開発）に関する工事の検査

済証交付後に提出してください。 

 提出図書は、正本 1 部を作成し、亀岡市都市計画課開発指導係に提出してください。 

※○印は必要図書、×印は不要図書、■印は産業廃棄物や土砂の搬出入が生じる場合は提出してくだ

さい。 

 
申請図書及び添付図書、図面一覧 

1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 工事着手届 ○ ○ ○ 規則様式第１１号 

2 工事工程計画表 ○ ○ ○  

3 産業廃棄物の収集運搬経路 ■ × ■  

4 産業廃棄物の中間あるいは最終処

分地及び各業者との契約書の写し 
■ × ■ 

 

5 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示 建築確認と同様の図面 
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１０ 開発行為等工事完了届出書（様式第１２号） 
 

開発行為等の工事が完了した後は、開発行為等工事完了届出書（様式第 12 号）を都市計画課に提出 

してください。 

開発行為（1 号開発又は 3 号開発）及び建築行為（2 号建築）の両方に該当する場合は、それぞれの

工事に着手する前に工事完了届出書（様式第 12号）の提出が必要ですので注意してください。 

また各公共施設管理者に対し、完了検査に必要な図書を提出してください。公共施設の帰属がある

場合は、同時に帰属に関する書類も提出してください。 

※公共施設の帰属に関する書類の提出がないと、工事完了検査を保留する場合があります。 

※○印は必要図書、×印は不要図書、■印は市管理となる公共施設がある場合、また市管理の公共 

施設への影響がある場合など、必要に応じて図面等の提出を指示します。 

 
申請図書及び添付図書、図面一覧 

1 号

開発 

2 号

建築 

3 号

開発 
備  考 

1 工事完了届 ○ ○ ○ 規則様式第１２号 

2 
工事写真 ■ 〇 ○ 

・現況、工事中、竣工完了全景 

図面等作成要領参照（P18） 

・2 号建築は駐車場の写真 

3 出来形図 ○ × ○ 

・設計との比較がされたもの 

・土地利用計画平面図、造成計画平面図、排

水施設計画平面図、給水施設計画平面図、

構造図などに出来形を赤で表示 

4 土地の帰属関係書類 ○ ■ ■ 下記※注 1 のとおり 

5 その他市長が必要と認める図書 必要に応じて指示  

また、建築行為（2 号建築）については、工事完了届を提出される際に併せて配置外構図（竣工）

を提出してください。 

※注 1 参考様式はホームページにてダウンロードできます。 
 
１１ 公共施設の帰属 

開発行為にて施工又は設置した公共・公益施設を、本市に引き継ぐことが協議で整っている場合、

所有権移転登記を行うための書類を提出してください。 

 申請図書及び添付図書、図面一覧 備  考 提出部数 

1 登記承諾書（都市計画法第 40条によるもの） 参考様式有（※注 1） ２部（１部は写） 

2 印鑑証明書・代表事項証明書  各２部（１部は写） 

3 登記原因証明情報 参考様式有（※注 1） ２部（１部は写） 

4 登記地図の証明書  ２部（１部は写） 

5 地積測量図  ２部（１部は写） 

6 登記簿謄本（3ヶ月以内のもの）  ２部（１部は写） 

7 付近見取図（1/2,500）  ２部 

8 出来形図 図面等作成要領参照（P17） １部 

9 帰属する公共施設の写真 図面等作成要領参照（P18） １部 

10 占用物件調書 参考様式有（※注 1） １部 

・所有権移転登記にあたっては、その実測面積と公簿面積、登記上の地目と現況の地目、それぞれが 

合致するよう所定の手続きをとってください。また、必要に応じて分筆合筆を行って登記地図の 

証明書を整理するとともに、抵当権等の設定がある場合は、これを抹消してください。 

・公共公益施設用地の境界は、コンクリート杭（定められた境界プレート等）で明確にしてください。 

※注 1 参考様式はホームページにてダウンロードできます。 

※出来形図については、公共・公益施設を引き受ける各部署に直接提出が必要な図面の種類を確認の

うえ、提出してください。 

※都市計画法第 40 条によるもの以外で本市に寄附することで協議が整ったものがある場合は、所有権

移転登記等に必要な手続について、各施設管理者と協議してください。 

亀岡市宅地開発等に関する条例に基づく協議の手引 Ver.1.7 
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図面名称 縮尺 明示すべき事項 備考 

開発区域等位置図 1/50,000 

以上 

・開発等区域を赤実線で明示 

・市街化区域の用途地域を着色した上、用途地域名、建

蔽率及び容積率を記入 

・排水経路を名称とともに流末河川（国又は府管理河

川）まで青実線で記入 

（表現できない場合は、区域図に記入することも可） 

市の地図を使

用すること 

開発区域等区域図 1/2,500 

以上 
・開発等区域赤実線、関連区域がある場合は赤破線並び

にその区域を明示するのに必要な範囲内の行政界、都

市計画区域界、区域区分界並びに土地の地番及び形状

を明示 

 

登記地図の合成図  ・登記地図に登記事項等を記入したもの 

・開発等区域（関連区域を含む）全体が 1 枚におさまる

ように作成 

・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線で

明示 

・開発等区域、関連区域及び隣接地に登記上の地目、面

積、全ての権利者（隣接地にあっては所有権者のみ）

の住所及び氏名を記入 

・合成の必要がない場合は、登記地図の写しに上記項目

を記入 

・なお、土地区画整理事業施行地区においては、登記地

図の合成図に合わせて、仮換地重ね図（土地区画整理

事業組合の押印のあるもの）に上記内容を記入したも

のを提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況図 1/2,500 

以上 

・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線で

明示 

・建築物及び既存擁壁等の工作物の位置及び形状 

・開発等区域内及び開発等区域周辺の道路、公園、緑

地、広場、河川、水路、取水施設その他公共施設並び

に官公署、文教施設その他公益的施設の位置及び形状 

・開発等区域内外の道路の形状、建築基準法上の道路 

種別、幅員、路線名 

・現況写真の撮影方向（番号を付す） 

・Gr、As 等の地盤状況を記入 
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土地利用計画図 1/1,000 

以上 

・開発等区域赤実線、関連区域がある場合は赤破線を明

示 

・公園、緑地、広場の位置、形状、面積、出入口及びさ

く又はへいの位置 

・開発区域内外の道路の建築基準法上の道路種別、形状

及び幅員、路線名 

・開発区域内の道路の延長 

・排水施設の位置、形状及び水の流れの方向を青実線 

・都市計画施設又は地区計画に定められた施設の位置、

形状及び名称 

・消防水利の位置及び形状 

・遊水地（調整池）の位置及び形状（多目的利用の場合

にあっては、専用部分と多目的利用部分の区別） 

・河川その他の公共施設の位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び面積 

・予定建築物等の敷地ごとの具体的用途 

・公益的施設の位置、形状、名称及び面積 

・樹木又は樹木の集団の位置 

・法面（崖を含む）の位置及び形状 

・擁壁の位置、種類、高さ及び延長 

・Gr、As 等の地盤状況を記入 

予定建築物の

用途は住宅、

共同住宅、店

舗、○○工場

と具体的に敷

地ごとに記入

すること 

宅地、公共、

公益施設等の

色分けをする

こと 

求積図  ・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線で

明示 

・図中には求積計算表も記入し、申請地の実測面積を明示 

・道路水路等の公共用物との境界線やポイントは境界確

定図と整合させる 

 

造成計画平面図 1/1,000 

以上 

・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線を

明示 

・切土又は盛土をする土地の部分（切土は黄色に、盛土

は緑色に着色） 

・擁壁の位置、種類、高さ及び延長 

・法面（崖を含む）の位置及び形状 

・道路の中心線、延長、幅員、勾配及び交差点の計画高 

・建築基準法上の道路種別 

・遊水地（調整池）の位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び計画高 

・切土又は盛土をする土地の部分で表土の復元等の措置

を講じるものがあるときは、その部分を図示するこ

と。 

・Gr、As 等の地盤状況を記入 
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公園計画平面図 1/100～ 

 1/250 

・公園名称 

・公園施設の位置、名称、工作物の位置、名称、樹木の

位置、名称 

完成時には完

成図面を提出

すること 

排水施設計画 

平面図 

1/500 

以上 

・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線を

明示 

・排水区域の区域界 

・遊水地（調整池）の位置及び形状 

・都市計画に定められた排水施設の位置、形状及び名称 

・道路側溝その他の排水施設の位置、種類、材料、形

状、内のり寸法及び勾配 

・排水管の材料、管径及び勾配、延長 

・人孔の位置及び人孔間距離 

・水の流れの方向、吐口の位置、放流先河川又は水路の

名称、位置及び形状 

・予定建築物等の敷地の形状及び計画高 

・道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 

・法面（崖を含む）の位置及び形状 

 

給水施設計画 

平面図 

1/500 

以上 

・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線を

明示 

・給水施設の位置、形状、内のり寸法、延長及び取水方

法並びに消火栓の位置 

・予定建築物等の敷地の形状 

 

造成計画断面図 1/1,000 

以上 

・開発等区域を赤実線、関連区域がある場合は赤破線を

明示 

・切土又は盛土をする前後の地盤面（切土は黄色に、盛

土は緑色に着色） 

・現況地盤高及び計画地盤高 

・建築基準法上の道路種別、幅員、路線名 

 

道路計画断面図 1/500 

以上 

・測点 

・勾配（%） 

・現地盤高 

・計画地盤高 

・単距離及び追加距離 

・基準線（D．L） 

・道路記号 

区域外取付道

路と関連図示

に必要な範囲

の外周区域を

包括したもの

でなければな

らない 
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排水計画断面図 1/500 

以上 

・測点 

・排水渠勾配及び管径 

・管底高 

・人孔種類、位置及び記号 

・人孔間距離 

・基準線（D．L） 

・排水施設記号 

道路計画断面

図にまとめて

図示のこと 

排水施設構造図 1/50 

以上 

・排水施設の記号 

・開渠、暗渠、会所、落差工、吐口等 

・放流先河川、水路の名称、断面水位（低水位、高水

位）及び吐口の高さ 

鉄筋コンクリ

ート造のとき

は、配筋図が

必要である 

道路定規図 1/50 

以上 

・道路の記号 

・道路の幅員構成 

・横断勾配 

・路面、路盤の材料、品質、形状及び寸法 

・道路側溝及び埋設管等の位置、形状及び寸法  

 

公園施設構造図 1/50 

以上 

・各遊戯施設の名称及び記号 

・施設の寸法 

・材料の詳細 

 

排水流域図  ・開発区域内の流域のほか、開発区域外で開発区域内及

び一次放流先に雨水が流入する範囲も流域として明示 

・流量計算書と照合できるよう各流域に番号等を付すと

ともに、流量計算箇所（チェックポイント）を明示 

 

流量計算書  ・排水区域ごとの流域（開発区域外を含む）面積、雨量、

流出係数、排水施設の種類、勾配及び粗度係数を記入 

・１次放流先への流出量を検討すること 

 

工作物等構造図 1/50 

以上 

・施設の名称及び記号 

・施設の寸法・材料の詳細 
ゴミ置き場等 

出来形図 

 

 ・設計との比較がなされたもの 

・土地利用計画平面図、造成計画平面図、排水施設計画

平面図、給水施設計画平面図、構造図などに、出来形

を赤で表示 

宅地、公共公

益 施 設 等 の 

色分けをする

こと 

・図面（境界確定図の写しを除く。）には、縮尺、方位及び作成者の氏名を記入してください。 

・図面の作成に当たっての表記は、申請図書の凡例一覧表によってください。 

・図面には、図面番号を付して、番号順に並べた上、A4 版の図面袋に入れてください。 

・図面袋には、図面一覧表（図面番号及び図面の名称を示したもの）を貼り付けてください。 
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工事写真について 

開発行為等に関する工事の完了の届出書に添付していただく工事写真は、次のことに注意して撮影、  

整理してください。 

写真撮影の箇所等 撮影に当たっての注意事項 

●完成写真 

全景 ・工事着手前及び工事完了後について、同一アングルにて対比できるよう撮影 

・2 箇所以上から撮影 

主要箇所及び公共施設 ・工事施行前及び工事完了後について、同一アングルにて対比できるよう撮影 

●工事施行中の写真に係る撮影方法 

全般 ・工事完了後に外部より検査困難な箇所の形状、寸法並びに工事施行状況等が

分かるように整理 

・施行状況を示すものと、各種構造物等の寸法を示すものに区別 

各種構造物等の寸法を示す

場合 

・必ずスタッフ、ポール等をあて寸法が明確に読み取れるようにするととも

に、撮影の箇所、年月日、構造物の内容等を記入した黒板を掲示して撮影 

施行状況を示す場合 ・撮影箇所を固定し、定期的に撮影 
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部署名 主な協議内容 場所・連絡先 

生涯学習部文化芸術課 ・埋蔵文化財に関すること 

亀岡市文化資料館 

（亀岡市古世町中内坪１） 

TEL:0771-22-0599 

総務部自治防災課 

【自治振興係】 

・地元自治会との協議について 

・集会所施設の設置に関すること 

亀岡市庁舎 6 階 

TEL:0771-25-6788 

【消防係】 

・公共用地に設置する消防施設に関す

ること 

亀岡消防署 

（亀岡市荒塚町一丁目 9-1） 

TEL:0771-22-0119 

環境先進都市推進部環境政策課 
・工事に伴う騒音、振動全般に 

ついて 

亀岡市庁舎 1 階 

  TEL:0771-25-5023 

環境先進都市推進部資源循環推

進課 
・ごみ集積場の設置等に関すること 

亀岡市庁舎１階 

TEL:0771-55-5305 

市民生活部市民課 ・住居表示番号の付番について 
亀岡市庁舎 1 階 

TEL:0771-25-5019 

産業観光部商工観光課 ・工場、大規模店舗立地に関すること 
亀岡市庁舎 3 階 

TEL:0771-25-5033 

産業観光部農地整備課 ・用排水関係について 
亀岡市庁舎 3 階 

TEL:0771-25-5183 

産業観光部農林振興課 ・森林法に関すること 
亀岡市庁舎 3 階 

TEL:0771-25-5094 

まちづくり推進部都市計画課 

・開発行為等協議の申請に関すること 

・避難通路に関すること 

・生産緑地に関すること 

・都市計画施設に関すること 

・景観条例に関すること 

亀岡市庁舎 2 階 

TEL:0771-25-5047 

まちづくり推進部都市整備課 
・公園の整備に関すること 

・土地区画整理事業に関すること 

亀岡市庁舎 2 階 

TEL:0771-25-5076 

まちづくり推進部土木管理課 

・道路全般に関すること 

・法定外公共物に関すること 

・境界確定図に関すること 

亀岡市庁舎 2 階 

TEL:0771-25-5043 

上下水道部お客様サービス課 
・給水施設の引込みに関すること 

・下水道施設の取付管に関すること 

亀岡市上下水道部庁舎 

亀岡市安町釜ケ前 20 番地 

TEL:0771-56-9312 

上下水道部水道課 ・配水施設の本管に関すること 

亀岡市上下水道部庁舎 

亀岡市安町釜ケ前 20 番地 

TEL:0771-56-9303 

上下水道部下水道課 ・下水道施設の本管に関すること 

亀岡市上下水道部庁舎 

亀岡市安町釜ケ前 20 番地 

TEL:0771-56-9308 

農業委員会事務局 ・農地法に関すること 
亀岡市庁舎 3 階 

TEL:0771-25-5059 

亀岡消防署 ・防火水槽及び消火栓の設置について 

亀岡消防署 

（亀岡市荒塚町一丁目 9-1） 

TEL:0771-22-9584 

亀岡市宅地開発等に関する条例に基づく協議の手引 Ver.1.7 



 
 
１４ Ｑ＆Ａ 

20 
 

   

 

 

 

 

 

（１）条例第 4条関係 協議、同意及び覚書の締結に関すること 

Ｑ１. 条例協議の申請手続きの流れを教えてください。                             

Ａ１. 条例協議の主な手続きは以下のとおりです。詳細は手引き（１～３ページ）を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法」  ⇒ 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）      

「条例」 ⇒ 亀岡市宅地開発等に関する条例（平成 28 年条例第 43号） 

「基準」 ⇒ 亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に

関する条例に係る基準 

1 事前相談  

 

 

2 開発行為等協議申請書の提出 

 

 
 

3 周知用概要標識設置 

 
 

4 関係各課・関係機関との協議 

 

 

5 協議完了届の提出、覚書の締結、法第 32条同意・協議の締結 

 

 

6 都市計画法の許可申請→許可書交付（条例 1 号協議のみ） 

 

 

7 工事着手届の提出 

 

 

8 工事完了届の提出 

 

 

9 工事完了検査の実施 ⇒ 検査済証の交付 

義務ではありませんが、土地利用計画や公共施設の設置等について、関係課と

事前に相談されることをお勧めします。 

提出部数は正本 1 部及び副本 12 部です。なお、提出部数は計画内容により増

減する場合がありますので、事前に相談してください。 

申請書を提出した場合には、すみやかに概要標識を設置してください。 

関係各課・関係機関との協議内容を取りまとめた意見書に基づき協議を行って

ください。 

関係各課との協議完了後、申請者と市で覚書を締結します。法第 32 条同意・ 

協議が必要な場合は併せて申請してください。 

工事を着手されるまでに提出してください。なお、土地区画整理事業施行地区

においては、工事着手までに土地区画整理法第 76条の許可を得てください。 

工事完了後、速やかに提出してください。また、市に帰属する公共施設がある

場合は併せて必要な書類を提出してください。 

関係する施設管理者の立ち合いのもと完了検査を実施し、協議内容に適合して

いることが認められる場合は、検査済証を交付します。 
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Ｑ２. 条例協議に必要な申請書の記載内容について教えてください。                     

Ａ２. 申請書等の記入例をホームページに掲載していますので、ご参照ください。なお、記入内容

は事業計画ごとに異なるため、記入例の記載事項と必ずしも一致するものではありません。 

   記載例（クリックすると該当ページに移動します。） 

 

Ｑ３. 事業計画を変更する場合は手続きが必要ですか。                       

Ａ３. 計画を変更される場合は、原則、変更手続きが必要となります。変更が生じる場合は速やか

に都市計画課に連絡してください。 

 

Ｑ４. 事業計画を周知するための概要標識を設置する時期を教えてください。                

Ａ４. 概要標識は開発等協議申請書の提出後、速やかに設置することとなっています。また、標識

の設置は事業計画の周知であるため、出来る限り、見やすい場所に設置してください。 

 

Ｑ５. 関係課協議に必要な資料はありますか。                              

Ａ５. 関係課との協議が完了し、開発行為等協議書提出時には、以下の資料を必要な資料として必

ず添付してください。 ※下記以外については、関係課と協議時に確認してください。 

 

    

 

 

Ｑ６. 代理人の選任は何人まで可能ですか。                               

Ａ６. 条例協議の代理人は、原則１人としています。復代理人を定める場合は、委任状（参考様

式）に委任する行為を記載して提出ください。 

 

Ｑ７. 計画地からの雨水排水の経路について記載が必要な範囲を教えてください。                 

Ａ７. 計画地から一級河川までの排水経路を記載してください。なお、経路の途中が暗渠となって

いる場合についても確認いただき図面に記載してください。 

 

（２）条例第 5条関係 法令の遵守並びに市の計画及び施工に関すること 

Ｑ８. 他法令による許可、認可等の処分との調整は必要ですか。                  

Ａ８. 亀岡市宅地開発等に関する条例や都市計画法以外にも農地法、道路法、宅地造成及び特定盛

土等規制法（通称：盛土規制法）等の他法令についても、別途必要に応じて許可等の調整を

お願いします。 

他法令の例）建築基準法、道路法、農地法、盛土規制法、土地区画整理法、森林法、京都府

豊かな緑を守る条例、京都府土砂条例 など 

 

 

 

 

①土地利用計画平面図 ②構造図 （新たな公共施設の帰属が生じる場合、公共施設の所管

課に提出してください。例：避難通路 都市計画課） ③求積図及び境界確定図（官民境

界の施設管理者に提出ください。例：里道水路等の場合は、土木管理課など） 
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（３）条例第 6条関係 法令の遵守並びに市の計画及び施工に関すること 

Ｑ９. 集合住宅（共同住宅・長屋住宅）を建築する際の敷地内に設置する駐車場の必要台数につい

て教えてください。 

Ａ９. 原則、敷地内に計画戸数以上（※単身者用は計画戸数×７０％以上）の駐車場を設置してく

ださい。ただし、指定区域（基準内の指定区域図を参照ください。）に敷地が含まれる場合は

上記から各々５０％の緩和を適用できます。また、敷地の形状等から敷地内において必要台

数を確保することが困難で、やむを得ないと認められる場合は、不足分については次の条件

のもと、敷地外で駐車場を確保することを認めています。詳細は、基準（３０ページ）を参

照ください。 

・敷地外駐車場は計画地から半径５００ｍ以内の場所であること。 

・敷地外駐車場の契約の写し（駐車場管理者、土地所有者の承諾書でも可）を提出すること。 

 

Ｑ10. 施設整備等の基準の内容について確認したい場合の問い合わせ先を教えてください。     

Ａ10. 各担当部署へ問い合わせください。連絡先は本手引き「13 関発行為等の協議を行う関係部署

及び関係機関一覧」をご確認ください。 

 

（４）条例第 9条関係 公共施設等の帰属に関すること 

 Ｑ11. 亀岡市に帰属する公共施設についての必要な手続きを教えてください。            

 Ａ11. 市に帰属することで協議が整った公共施設については、完了検査までに所有権移転に必要な

書類を都市計画課に提出してください。検査済証交付後に所有権移転登記は市が行います。

なお、完了検査の実施までに提出されない場合は、検査を保留する場合があります。 

    また帰属させる公共施設は登記が最少の筆数となるように調整してください。 

 

Ｑ12. 帰属する公共施設の敷地内に法定外公共物（無地番）がある場合の手続きを教えてください。           

 Ａ12. 無地番では所管課（施設管理者）に引継ぎできない場合がありますので、完了検査までに原

則土地の表題登記を原因者負担で実施ください。なお、やむを得ない場合は各所管課（施設

管理者）と協議ください。 

 

（５）条例第 12 条関係 周辺住民の意見の尊重に関すること 

 Ｑ13. 条例第 12条の周辺住民の範囲を教えてください。                      

 Ａ13. 原則、計画地に接する土地（計画地に接する土地が道路（国道 9 号を除く）及び水路・里道

であるときは道路及び水路・里道［計画地に接する部分に限る］と計画地の反対側において

接する土地を含む）に居住する者及び土地又は建築物所有者に対して住民説明をお願いしま

す。なお、Ｑ14.で記載しているとおり、範囲や説明方法については、計画地の立地等により

影響範囲が異なることがあるため、地元自治会（例：自治会長及び区長）などと調整してく

ださい。 

周辺住民などへの説明については下記リンク先をご参照ください。

（https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/32/3710.html） 
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Ｑ14. 事業計画を実施する際は、周辺住民に対して説明会を開催する必要はありますか。       

Ａ14. 地元自治会（例：自治会長及び区長）などに事業内容及び工事内容の説明を行い、説明会開

催の有無について調整してください。なお、調整の結果、説明会を開催されない場合は、隣

接地の住民に対し、個別に説明をしてください。 

 

（６）条例第 1条関係（目的） 市民の生活環境の向上に寄与すること 

 Ｑ15. 開発事業者に求められることはありますか。                       

 Ａ15. （一体性を伴わない連坦する開発行為についての注意点） 

  法第２９条の開発許可において、開発事業主は各種技術基準や強化条例に基づき、法第３２

条で公園や集会施設などの公共施設を、施設管理者を明確にしたうえで設置する必要があり

ます。ただ小規模な開発が連坦するなど、公共施設が整備されないまま一団の住宅地が形成

される場合があり、将来の地域活動や生活等に支障が出る可能性があります。このため、開

発事業者においては、将来そこで生活する居住者等のため、計画的な開発行為となるような 

事業計画の立案が求められます。 

 

 


